
東京都環境確保条例に基づく工場・指定作業場台帳 

（令和５年３月３１日現在） 
 

・この台帳は、土壌汚染の有無や有害物質の取扱状況を示すものではありません。 

・事業場の所在地（住居表示）の五十音順に掲載されています。 

・所在地の番地については、前後することがあります。 

・既に廃止された事業場は「事業場削除」欄に「削除」と記載されています。 

・削除済みの事業場で削除年月日の欄が空白の事業場は、 

１９９５年（平成７年）以前に廃止になった事業場です。 

・この台帳は届出時に記載された事項に基づいて作成しているため、実態と異なる場合があります。 

・既に廃止されている事業場は、廃止当時の住居表示となっているのでご留意ください。 

 【旧住居表示の例：（旧）坂町 →（新）四谷坂町】 

※新宿区は事業場台帳の利用によって生じたトラブル・損失・損害等について、一切の責任を負い

ません。 

新宿区 環境清掃部 環境対策課 公害対策係 



 
 

① 直近届出状況（2023年 3月 31日時点） 
 設置・廃止等の届出のうち、区に記録が残っている直近の届出を 

 示しています。 

  設置：事業場が所在地に現存しているもの。 

廃止：事業場から廃止届を受け、事業場を廃止したもの。 

職消：事業場の実態が無く、調査により区の職権で事業場を 

                         廃止したもの。 

② 届出年月日  

                   ①の届出があった日付。(設置届または廃止届が提出された日。 

または職消による廃止手続きが完了した日)。 

                   ③ 事業場削除  

                     事業場全体が廃止になった場合(※)、「削除」と記載。 

                   ④ 削除年月日  

                     事業場全体が廃止となった日の日付。 

台帳の見方について 

① ② ③ ④ 

(※)指定作業場の種類が複数あ

る場合(例：1 つの事業場に自動

車駐車場とボイラーがある等) 

⇒すべての指定作業場が「廃止」

となった場合のみ、「削除」とな

ります。 
 


